
みなさんの声を大切に今年も活動します 
２０２１年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

残念ながら緊急事態宣言下でのスタートとなりました。1日

も早く収束の兆しが見えますこと、心から願ってやみません。 

さて新型コロナウイルスは、市民のみなさんの生活に大き

な影響を与えています。昨年１２月議会で、コロナ禍におい

て困難な状況にある市民のみなさんの支援を行うための補正

予算が成立しました。これにより、下水道使用料のうち、 

２０２１年６月～９月検針分までの４か月分の基本料金が免

除されることになりました（公共施設を除く）。また、小規模

な介護・障害サービス事業所（グループホーム、ショートステイ、デイサービス等）で、 
従事者や利用者の方、あるいは同居するご家族が陽性者または濃厚接触者と判定された

場合に、行政検査（保健所による検査）の対象とならなかった従事者・利用者の方に対

し市医師会の協力によるPCR 検査を行うことも可能となりました。昨年１２月に、介

護事業所で陽性者が確認されたときに本事業が役立ったと聞いています。 
今後も国の第３次補正予算等を活用して、市民生活の安心につながる事業を実施する

よう、力を注いでまいります。どうぞ、間宮みき にみなさんの声をお聴かせください。

 

 

● 第７８号 ● 
２０２１年２月発行 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
に
つ
い
て 

緊
急
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た 

 

去
る
１
月
２１
日
、
市
民
自
治
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
市
議
会
会
派
）

と
し
て
、
並
木
市
長
に
対
し
、
東
久
留
米
市
と
し
て
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
予
防
な
ら
び
に
感
染
者
に
対
す

る
対
応
を
図
る
よ
う
、
４
項
目
に
つ
い
て
緊
急
申
し
入
れ
を
行

い
ま
し
た
。 

１.  

市
長
が
先
頭
に
立
ち
、
職
員
に
感
染
者
が
出
た
場
合
に
も

業
務
継
続
が
可
能
な
人
員
体
制
を
整
え
る
こ
と
。 

２.  

病
床
数
不
足
に
よ
り
、
在
宅
で
の
療
養
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
方
が
増
加
し
て
い
る
。
在
宅
療
養
者
の
不
安
解
消
の
ケ

ア
を
行
う
こ
と
。
ま
た
食
糧
の
配
布
等
、
外
出
せ
ず
に
療

養
で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
を
国
や
都
に
求
め
る
こ

と
。 

 

※ 

在
宅
療
養
者
の
情
報
は
、
保
健
所
よ
り
提
供
が
な
い
た 

 
 
 

め
、
東
久
留
米
市
が
直
接
支
援
す
る
こ
と
は
難
し
い
と 

 
 
 

判
断
し
、
国
や
東
京
都
に
要
請
を
求
め
る
よ
う
申
し
入 

 
 
 

れ
を
行
い
ま
し
い
た
。 

３.  

保
育
園
や
学
校
の
児
童
生
徒
の
感
染
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。
児
童
・
生
徒
の
３
密
を
回
避
す
る
予
防
対
策
の
充
実

と
、
学
童
保
育
所
や
保
育
園
に
お
け
る
感
染
症
対
策
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
早
期
に
策
定
す
る
こ
と
。 

４.  

授
業
料
の
納
付
に
困
難
を
き
た
し
て
い
る
等
、
金
銭
的
に

苦
し
い
学
生
に
対
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（無所属） 



間宮みきの１２月議会の一般質問などから 

 

市民から信頼を得られるよう、指定管理

者の選定に係る情報公開を改善せよ 

わが市は多くの公共施設の運営に指定管

理者制度を導入しています。しかし指定

管理者の選定について、ホームページで

見られる情報は、選定された事業者の名

称などの法人の概要や、各委員の採点表

そして１次・２次審査の採点結果集計表

など極めて限定されています。非公開で

行われる選定委員会の要点記録などは、

市民のみなさんが情報公開条例に基づい

て開示請求をしなければ見ることが出来

ません。主権者である市民への情報公開

のあり方等を改善するよう求めました。 

間宮：今回行われた６つの公共施設に関する指定管理

者の公募に対し、５つまでが現行の指定管理事業者、

１者のみの応募だった。選定委員会は非公開で、その

事業者が東久留米市の求めている内容に、最も適して

いたのか、他に選択肢がないから選んだのか判断がつ

かない。改善が必要であると考えるが見解を伺う。 

企画経営室長：公募による選定を実施しており、それ

ぞれ一定の競争性は働いていると認識している。結果

として１者応募であったとしても、応募事業者の提案

が、市として要求している水準を上回ったことから、

選定に至っているものと理解している。 

間宮：情報公開が不十分で、市民は判断ができない。

少なくとも、市民が選定の内容を知るために重要と思

われる「事業計画」や「選定委員会の要点記録」など

をホームページで公開すべきではないか。また、東京

都は「指針」で選定委員会は公正な選定を行うととも

に、専門的な審査が行えるよう外部委員を過半数含む

としているが、わが市は「指定管理者選定委員会設置

要綱」で、行政内部委員が４名、外部委員は２名と定

めている。改善すべきと考えるがいかがか。 

行政管理課長：選定後であっても、その後に行われる

他の自治体などでの競争において、当該応募団体の正

当な利益を害する恐れがあれば、その部分についての

公開は難しいと考えている。また選定員の構成につい

ては、公平性・透明性・専門性をもった評価ができる

よう、市の職員に加え、専門家２名を加えている。 

間宮：「事業計画」、「選定委員会の要点記録」は『市の

指定管理者の活用方針』でも原則公開となっている。

しかし実際には、情報公開条例に基づいた開示請求を

しなければ公開されない。それでは市民への情報提供

として不十分である。 

 

行政管理課長：活用方針については、改定を行わずに 
このままずっと進んでいけるものとは考えていない。

国の方針や制度等が変わってくる中で改定が必要にな

ってくると考えている。 

間宮：今回の提案を加味して改善するよう求める。 

図書館の指定管理者の選定は無効にす

べき 

市立図書館の指定管理者の選定委員会に

おいて、委員より「東久留米市の具体的

な条件に応じた提案までは考えられてい

ない」との意見が出されていました。こ

れでは事業者の提案では、市が中央図書

館にも指定管理者を導入することで目指

すべきとした「図書館像」を実現するこ

とは困難です。市として望ましいと考え

る提案を選べなかったことになり、選定

は無効にするべきと主張しました。 

間宮：審査を行う中で、選定委員から１者応募と応募

団体への評価する点や憂慮するべき課題点などについ

て、どのような意見があったのか。 

教育部長：公募に向けた議論の中で、前回の１者応募

に関して「図書館での受託事業者の現状は、全国的な

シェアのある１社以外、関東圏では他に１社程度であ

る」「５年という短い期間では、図書館員のスキルが担

保され難く、指定管理者制度の問題となっている」と

の意見があった。応募団体の評価については「財務状

況については非常に優秀」「豊富なノウハウを今回の提

案に持ち込んでいるが、ノウハウが豊富であるが故に、

東久留米市の具体的な条件に応じた提案までは考えら

れていない。ただし、一定の水準には達している」等

の意見があった。 

間宮：市は、新たな運営に向けて図書館サービスを精

査し、指定管理者に求める条件を業務要求水準書等に

示した。しかし応募は、現在地区館の指定管理を行っ

ている１者のみで、しかも委員が述べたように「東久

留米市の具体的な条件に応じた提案までは考えられて

いない」という結果に終わった。つまりは今回の提案

には、市が「今後の東久留米市立図書館の運営方針」

に掲げた「目指すべき図書館像」に向けての具体的な

提案は示されていなかったということである。今回の

選定は無効であり、本市では図書館に関する指定管理

者制度自体が限界であると言わざるを得ない。 

教育長：選定された事業者については、豊富なノウハ

ウを持ち込んだ様々な提案がなされ、課題のご指摘は

ありつつも、一定の水準に達しているということで、



委員全員より７割という基準点を超えた点数をいただ

いたことが評価であると考える。今後議決後に、協定

締結時や各年度の事業計画を協議する場において、委

員からの「東久留米市に即した個別具体の記載があれ

ばより良い提案になる」とのご意見を念頭に、民間事

業者と協議、調整していく。運営開始後も、モニタリ

ング等、適切な監理も行っていく。 

学童保育所の委託の検討より、新型コロ

ナの対応を優先せよ 

市長はこのコロナ禍のなか、２０２０年４月に

民間委託したばかりの学童保育所について、早

くも次期委託計画の検討を指示しました。市の

担当はこれを受け、１０月にアンケートを実施

したものの、対象は民間委託した学童保育所の

みで、しかも新型コロナに関する設問は１問も

ないものでした。しかし、学童保育所では、春

に緊急事態宣言で学校が休校になったため、不

安な状況下、朝から夕方まで一日育成が実施さ

れていました。今実施すべきは当時の課題を洗

い出し、今後の子どもの安全を確保することで

あると考え質しました。 

間宮：委託についてアンケートが取れるなら、何故、

コロナ禍での不安や意見について全学童保育所にアン

ケートを行わなかったのか 

児童青少年課長：今回のアンケートは民間活力の導入

の振り返りのために委託している学童保育所に行った

ものである。 

間宮：コロナ禍で、今年度は１度も保護者会が実施で

きていない。事務連絡会も開催できず、現場の先生方

も情報共有が出来ず、不安を感じていると聞く。以前

に提案した、教育委員会が作成しているような「学童

保育における感染症対策と学童保育所運営に関するガ

イドライン」も未だ作成に至っていない。先ずは子ど

もたちが安心して育成を受けられる体制作りに力を注

ぐべきではないか。 

子ども家庭部長：わが市の学童保育には、安定的な事

業の継続と延長育成の実施という課題があり、それを

解決するために本年４月から２校３か所の学童保育所

に民間活力の導入を開始した。担当としてはコロナ禍

の対応については現場の意見を参考に検討していくが、

コロナ禍の中であっても安心安全と併せて、安定的な

運営の継続のために、課題解決の取組を行っている。 

間宮：市長が施政方針で今年度中に委託について検討

するとしたため、担当は検討を行っている。今は少な

くとも新型コロナウイルス感染症の対応に力を注ぐよ

う市長から指示すべきではないか。 

市長： 個々の案件については担当が答えている通り。

市全体として感染拡大防止については全力で取り組ん

でいく考えである。 

間宮：市長に思いが通じず、本当に残念である。現場

の先生方の声、保護者の不安に耳を傾ける市政であっ

て欲しいと強く望む。 

業務継続のため、ＢＣＰの発動など、コ

ロナ禍を乗り切るための対策を講じよ 

前回の緊急事態宣言下、市長は業務に優

先順位をつけ、状況に応じ縮小や休止す

る業務を定めた「業務継続計画（ＢＣＰ）」

を発動しませんでした。市の職員が感染

しないという保証はなく、クラスターの

発生により業務が停止すれば、市民サー

ビスの停滞は避けられません。ＢＣＰの

発動で業務量を削減し、在宅勤務が増加

すれば、職場の密度は下がり、リスク回

避に繋がります。また必要に応じて他部

署間で応援体制を組むことも可能となり

ます。そして職員の健康を守ることにも

繋がるはずです。コロナ禍を乗り切るた

めの対策を講じるよう求めました。 

 しかし残念ながら、２回目の緊急事態

宣言下でも市長はＢＣＰを発動ず、在宅

勤務の取組さえ行っていません。クラス

ターによる、市民サービスの停滞が起き

かねない状況に不安が募ります。 

間宮みきの一般質問をご覧ください 

 

現在、東久留米市議会の録画映像がインターネット 
により配信されています。 

是非、間宮みきの質問をご覧頂き、感想やご意見を

お聞かせください。 

東久留米市議会映像配信【間宮みきの質問】 
http://www.higashikurume-city.stream.jfit.co.jp/?t
pl=speaker_result&speaker_id=33 

 

http://www.higashikurume-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=speaker_result&speaker_id=33
http://www.higashikurume-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=speaker_result&speaker_id=33


新型コロナウイルスワクチン接種のために取組みが進んでいます 

新型コロナウイルスワクチン接種に関して、1月末の段階では国内でのワクチンの承認が完了していないため、 
国による正式なスケジュールが発表されていません。しかし一方では、2月下旬ごろから医療従事者のみなさんから

順次ワクチン接種が行われるようになるとの見込みが示されています。東久留米市としては、ワクチンの供給が始

まった時に、市民のみなさんが速やかにワクチンを接種できるよう、急ピッチで体制整備を行っています。市議会

としても体制整備のための予算の専決処分を認めるなど、協力を行っています。 

 

1 月18日の東久留米市の説明では、医師会や医療機関

のみなさんのご協力をいただき、３カ所での集団接種会場

の設置と、３０カ所前後での個別接種が可能となるよう、

準備を進めているとのことでした。また、3月初旬頃には、

新型コロナウイルスワクチン接種に関するコールセンタ

ーの設置も目指しているとのことでした。 

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、ワク

チンへの期待は大きいものがあります。しかしその一方で、

多くのみなさんが安全面などへの不安を抱いていること

もまた事実です。現段階では国からの情報が少ない状況に

ありますが、市民のみなさんが接種すべきかどうかの判断

をするときに、少しでも多くの判断材料が得られるよう、

国からの情報をわかりやすく発信するよう、市に求めて参

ります。 

国が示しているスケジュールのイメージ 
（1月25日の厚労省による第２回新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する自治体向け説明会 資料より作成） 

時期の目安 対象等 備 考 
2月下旬～ 医療従事者への先行接種 東京都が実施主体 
3月中旬ごろ 65歳以上の方へ接種券、予診票を郵送 東久留米市の対象者（1月1日現在） 

約33,400人 
3月下旬～ 65歳以上の方への接種開始 ２～３週間空けて２回接種 
4月下旬～ 65歳未満の方へ接種券、予診票を郵送 現在、16歳以上を対象とする方向 
5月中旬～ 65歳未満への方の接種開始 

（基礎疾患がある方を優先） 
東久留米市の対象者（1月1日現在） 
16歳未満を除くと約68,600人 

＊優先順位は検討中の案に基づく。ワクチンの供給量等、状況によってスケジュールは変更されることが 
あります。 

 

第
１
回
定
例
議
会
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程
（
予
定
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３
月
１
日 

施
政
方
針
・
上
程
・
即
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・
付
託
・
報
告 

 
 

３
日 

総
括
代
表
質
問 

 
 

４
日
・
５
日
・
８
日
・
９
日 

一
般
質
問 

１１
日
・
１２
日
・
１５
日 

常
任
委
員
会 

１６
日 

予
算
特
別
委
員
会
（
補
正
予
算
） 

１７
日
・
１８
日
・
２２
日
・
２３
日 

予
算
特
別
委
員
会
（
当
初
予
算
） 

２６
日 

本
会
議
最
終
日 

先
の
議
会
よ
り
、
本
会
議
に
加
え
予
算
特
別
委
員
会
も
録
画
配
信
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ご
覧
く
だ
さ
い 

な
お
、
詳
細
は
議
会
事
務
局
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 
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